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あなたと共に“地域”と

“未来”をつくる。
公益財団法人鹿児島県地域振興公社 

（鹿児島県農地バンク） 

℡099-223-0223（農地部直通） 

たけだ さとし

4月から，農地部でお世話になっております武田です。よろしくお願い

いたします。

かねてより農地バンクの活動に御理解，御協力を賜り，心から感謝申し

上げます。当農地バンク事業は制度創設から12年目を迎え，貸借面積は累計で2万ヘクタールを

超えるなど着実に拡大し，担い手農家への農地集積や地域農業の維持・発展に寄与してきたとこ

ろです。

さて，農業・農村においては，農業者の減少や耕作放棄地の拡大が進行しており，農業・農村

の維持発展に向けた取組が求められている状況です。

本県では，地域での話し合いにより，目指すべき将来の農地の利用を明確化する 「地域計画

（目標地図）」が，皆様のご努力により県内で660策定されました。今後は，この計画の実現に

向け，農地バンクを活用した担い手への農地の集積・集約化が進められることとなります。

引き続き，農地バンク事業へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

目で見る鹿児島の「人・農地」

基幹的農業従事者（普段，仕事として主に
自営農業に従事している人）は令和２年で
約3万8千人で,この20年で55％減少してい
ます。65歳以上の占める割合は64％と高
い状況です。

担い手が経営する農地面積は令和５年で約5万2千
haで全耕地に占める割合は47%です。 平成22年よ
り約11%増えています。
地域別の集積率は次ページをご覧ください。

荒廃農地面積は令和５年で約1万2千haで，
直近５年間で減少傾向にあり， 耕地面積
に占める割合も1割を下回っています。

担い手及びその農地利用の実態に関する調査ほか

農林業センサス

荒廃農地の発生・解消状況に関する調査ほか
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令和７ 年度の農地部の新し い仲間を紹介し ます
～どう ぞよ ろし く お願いし ます～

なかむら かずひで

事業CN 中村 一英（姶良・伊佐，奄美大島・喜界島 担当）

事務手続きは「 農地中間管理機構事業事務手続きマニュアル」
等で， まずは確認を！！

農地バンクでは，事業に必要な事務手続きをまとめた「農地

中間管理機構事業事務手続きマニュアル」「農地売買等事業事

務手続きスタートガイド」を作成しています。最新版の令和7年４月版は，

農地バンクのホームページ「市町村等担当者ページ」に掲載していますの

で，手続きに迷ったら，まずはマニュアルをご確認ください。

市町村等担当者へのお願い

① 日 時：令和７年4月23日（水）10:00～15:45

② 場 所：アートホテルかごしま 桜島の間（Web併用）

③ 参加人数：1６０人（市町村農政課・農業委員会担当者，県担当者等）

④ 内 容

・農村振興課，農地整備課，農業会議関連施策の説明

・促進計画における申請事務（貸借，売買など）及び契約変更事務

・賃料の徴収・支払

・優良事例の紹介，システムなど

各種改正法の施行に伴い，今年度から事業の運用方法を一部見直しましたので，事務手続

きマニュアルを参考にするなど皆様の御理解・御協力をよろしくお願いします。

農地中間管理事業推進担当者会議を県と共催

５月から6月にかけて，各地区でシステム操作研修会を開催しました。

当システムは，契約内容を確認するための契約台帳閲覧システムと，

農地貸借の契約書を作成するための帳票作成システムがあります。

特に，帳票作成システムでは，クイックマニュアルを活用して，出し手

からの農地情報や，受け手の農家情報の登録，マッチング，契約書の

印刷，農業経営の状況等（様式５号）の入力手続きを研修しました。

また，新たに導入した契約台帳閲覧システム内の対応記録・顧客管理

において，未収等重要案件の情報を関係者間で共有できるようになって

いますので，活用をお願いします。

農地中間管理システム操作研修会を開催

大隅地域振興局農政普及課を最後に県職員を退職し，４月から地域
振興公社農地部の事業コーディネーターを拝命いたしました。

担い手への農地集積・集約化につながるよう一生懸命頑張りますの
でよろしくお願いします。


